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日高市市民参加推進会議録 

 

日時 
令和７年11月４日（火） 午後２時00分～午後３時00分 

 

場所 
日高市役所５階 503 会議室 

 

公開・非公開 
公開 

 

出席者 

庭田文近会長、黒木美來副会長、大澤尚委員、新堀祐蔵委員、荒井美穂

委員、坂巻景子委員、樋口麻子委員、和田幽香利委員 

 

欠席者 なし 

説明員 

保健相談センター 健幸のまち推進担当 主幹 北野新二 

財政課 施設管理担当 主幹 白鳥大輔 

危機管理課 交通政策室交通政策・交通安全・防犯担当 主幹 石井弘和 

産業振興課 商工観光担当 主幹 犬竹聡 

教育総務課 教育総務担当 主幹 清水寿 

 

事務局職員 

総務部長 樋口成男 

総務課長 稲垣衛 

総務課 人権推進・市民活動担当 主幹 志田泰彦 

総務課 人権推進・市民活動担当 主任 小堺洋輔 

 

傍聴者 
なし 

 

議題 

１．会長及び副会長の選任について 

２．令和７年度市民参加手続の実施予定・状況について 

 

会議資料 

１．令和７年度第１回市民参加推進会議次第 

２．日高市市民参加推進会議委員名簿  

３．令和７年度第１回市民参加推進会議審議案件一覧 

４．令和７年度第１回市民参加手続実施予定シート 

５．日高市市民参加推進会議の公開決定事項 
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 会 議 の 経 過 

 

 

 

 

 

 

仮議長 

会長 

 

 

 

保健相談センター 

会長 

委員 

保健相談センター 

委員 

保健相談センター 

 

委員 

保健相談センター 

 

委員 

 

会長 

 

 

保健相談センター 

会長 

 

委員 

保健相談センター 

 

 

 

財政課 

会長 

委員 

 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

  委員、事務局自己紹介 

４ 議題 

（１） 会長及び副会長の選任について 

 会長の選任について、庭田文近委員の同意を得る。 

 副会長の選任について、黒木美來委員の同意を得る。 

 

（２）令和７年度市民参加手続の実施予定について 

①（仮称）受動喫煙防止条例について 

＝保健相談センター説明＝ 

 質疑等があれば発言願いたい。 

 市民コメントの周知方法について、市内の病院で周知できないか。 

 医師会とも相談して決めていく。 

 市民コメントの募集期間は、30日間になるか。 

 そのとおり。必要とされている期間は設ける。期間が長ければ意見

が増えるというわけではないため、30日で良いと考える。 

 周知方法として、保健相談センターにポスターなどは掲示予定か。 

 チラシや紙ベースのものは配架予定だが、ポスターについては今後

検討していく。 

 生涯学習センターにポスターを掲示すると多くの人の目に留まる

ため、検討すると良いのではと思う。 

 市民コメントは、喫煙を防止するエリア、罰則、条例制定自体につ

いてなど様々なコメントが想定できるが、担当課としてはどのよう

なコメントを想定しているか。 

 全てが想定できる。 

 そうであるならば、喫煙を防止するエリアに計画案を配架して閲覧

できるようにすると良いのではと考える。 

 審議会の周知方法はホームページのみだが理由はあるのか。 

 広報などの提出期限の関係上、ホームページのみとなっている。 

 

②、③日高市学校跡地個別活用計画（旧高麗小学校）及び日高市公共

施設長寿命化計画・再編計画（第２期個別施設計画）について 

＝財政課説明＝ 

 質疑等があれば発言願いたい。 

 計画案や市民コメント用紙は、どこに置く予定か。集約する施設や

複合化する施設にも置く予定か。 
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財政課 

 

 

 

危機管理課 

会長 

委員 

 

 

 

 

危機管理課 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

産業振興課 

会長 

委員 

 

産業振興課 

 

委員 

 

産業振興課 

 

 

 

教育総務課 

会長 

委員 

 

教育総務課 

 

 

 

 各公民館などに置く予定である。廃校となった学校に置く予定はな

い。 

 

④地域公共交通活性化事業推進について 

＝危機管理課説明＝ 

 質疑等があれば発言願いたい。 

 市民アンケートについて、利用者からの回収率は良いが、沿線居住

者からの回収率は芳しくないと感じる。その理由を伺いたい。また

、地域公共交通協議会の開催時期は、運賃協議部会の開催時期より

も前に終了し、その後は運賃協議部会のみの開催になるという理解

で良いか。 

 沿線居住者アンケートは、路線沿線の区に全戸配布するなど、可能

な限り多くの人に周知した。バス沿線から離れている方や利害関係

の少ない方からの回答が少なかったと考えている。審議会について

は、令和８年２月に地域公共交通協議会を開催する予定であり、運

賃協議部会の後に地域公共交通協議会を行う運びとなる。 

 市民アンケートを全戸配布したことについて、前回の市民参加推進

会議の意見を反映した対応であることに感謝する。 

 

⑤第３期日高市遠足の聖地プロジェクト推進計画について 

＝産業振興課説明＝ 

 質疑等があれば発言願いたい。 

 市民コメントについて、計画案は第３期計画のみ配架するという理

解で良いか。 

 第１期、第２期については既に配架済みのため、新たに第３期を配

架する予定である。 

 市民コメントだけでなく、知識・経験を有する者から意見を聴く予

定はないのか。 

 第３期日高市遠足の聖地プロジェクト推進計画については、今のと

ころ予定していない。 

 

⑥第４期日高市教育振興基本計画について 

＝教育総務課説明＝ 

 質疑等があれば発言願いたい。 

 市民コメントについて、学校関係者への周知は考えているか。 

 こども基本法に基づき、こどもから意見を聴く必要があるため、児

童・生徒等から意見を聴く方法を検討している。 

 

５ その他 

なし 
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６ 閉会 

・以上で令和７年度第１回日高市市民参加推進会議を閉会とする。 

 

会議終了。 

（閉会）  

 


